
早期健全化基準 財政再生基準

①実質赤字比率

一般会計等における赤字規模を

表す比率

ー 15.00 20.00

②連結実質赤字比率

全会計における赤字規模を表す

比率

ー 20.00 30.00

③実質公債費比率

収入に対し借金等負債返済の割

合を表す比率

5.4

（5.2）
25.0 35.0

④将来負担比率

収入に対し将来返済する可能性

のある金額の規模を示す比率

ー 350.0

病院事業 ー

簡易水道事業 ー

農業集落排水事業 ー

※（）内は、前年度（令和５年度）数値

※令和５年度における実質公債費比率の類似団体平均値は「7.7」

※比率が算定されない場合や資金不足がない場合は「－」を記載
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経営健全化基準

20.0

　地方公共団体の財政破綻を防ぐため、財政状況を統一的な指標で明らかにすること

とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」に基づき、令

和６年度決算における健全化判断比率等について、次のとおり公表します。

　勝浦町の健全化判断比率については、全ての指標において基準を大きく下回ってい

るため、財政状況が健全な水準に保たれていることがわかります。

　資金不足比率は、病院事業、簡易水道事業及び農業集落排水事業において、資金不

足はありませんでした。

　今後も、持続可能な財政運営に努めます。町民の皆様の御協力よろしくお願いしま

す。

令和６年度　財政健全化法に基づく財政指標

項目 比率（％）
基準値（％）

住宅新築資金等貸付事業

物産販売事業

国民健康保険事業

介護保険事業 ⑤資金不足比率

後期高齢者医療事業 ※会計毎

病院事業

簡易水道事業

農業集落排水事業

小松島市外三町村衛生組合

徳島県市町村総合事務組合

徳島県後期高齢者医療広域連合

徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合

①実質赤字比率 

一般会計

一部事務組

合・広域連合

企業会計

特別会計
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